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律
令
祭
祀
の

変
質
と

律
令
外
祭
祀

は

じ

め

に

三

橋

正 、

神
的
役
割
を

強
調
し

た

り

す

る

な

ど、

研
究
者
の

思
想
や

立

場
が

影
響
を

及
ぼ

す

傾

　
　
　
〔
5＞

向
が

あ
っ

た
。

い

ず
れ

の

立

場
で

も、

古
代
の

律
令
祭
祀
の

歴
史
的
意
義
を

議
論
し

よ

う
と

し

た

結
果

、

そ

の

実
態
が

明
確
に

な
ら

な

い

も

の

を

後
世
の

史
料
か

ら

類
推

し

て

論
じ

て

い

る

部
分

が

多
い

の

で

あ

る
。

し

か

し、

祭
儀
の

詳
細
を

伝
え

る

平
安

時
代
の

史
料
が

神
祗
祭
祀
形
成
当

初
の

姿
を

そ

の

ま

ま

伝
え

て

い

る

と
は

考
え

ら

れ

な
い

し
、

神
祗
に

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

的
な
意
味
が

託

さ

れ

て

い

た

と

す
る

見
解
も

想
像

の

域
を

出
て

い

な

い

と

思
わ

れ

る
。

神
祗
祭
祀
の

実
態
が

如
何
な
る

も
の

で、

実
社

会
に

如
何
な
る

影
響
を

及
ぼ

し

た

か

は
、

慎
重
に

吟
味
し

直
さ

な
け
れ

ば

な
ら

な

い
。

　
そ

こ

で

本
稿
で

は
、

こ

れ

ま

で

の

研
究
で

認
識
さ

れ

な

が

ら

も、

古
代
神
祗
史
の

核
心

と

は

見
な

さ

れ

な

か

っ

た

諸
点
を

指
摘
し、

今
後
の

研

究
の

方
向
性
を

提
示

し

た

い
。

特
に

「

神
祗
令
」

に

規
定
さ

れ

た

祭
祀
の

み

を

「

律
令
祭
祀
」

と

し、

同
時

代
の

他
の

国
歌
祭
祀
を

「

律
令
外
祭
祀
」

と

し

て

区

別
し
、

両
者
の

関
係
を

考
察
す

る

こ

と

で

問
題
点
を

鮮
明
に

さ

せ

た

い

と

思
う。
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記
紀
神
話
と

律
令
国
家
の

祭
祀
制
度
が

神
道
の

形
成
を

決
定
づ

け

た

こ

と

は

確
か

で

あ

る
。

け

れ

ど

も

詳
細
な

検
討
を

加

え

て

い

く

と、
「

神
祗
令
」

に

規
定
さ

れ

た

律
令
祭
祀
で

あ
っ

て

も
、

制
定
当
初
か

ら

完
全

な

実
施
が

難
し

か

っ

た

実
態
が

浮
か

び

上

が

っ

て

く

る
。

律
令
祭
祀
の

根
幹
は
二

月

の

祈
年
祭
と

六

月
・

十
二

月
の

月
次

祭
に

お

け
る

班
幣
儀
礼
に

あ

る

と

さ

れ

る

が
、

そ

れ

に

つ

い

て

神
祗
官
に

百
官
を

集

め

る

規
定
が

あ

り、

更
に

六

月
・

十
二

月

の

大

祓
と

合
わ

せ

て
一

年
に

計
五

回

も

全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
1）

官
人

を

対
象
と

し

た

神
事
が

挙
行
さ

れ

て

い

た

と

は

考
え

難
い

。

ま

た

皇
祖
神
を

ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2）

つ

る

伊
勢
神
宮
に

つ

い

て

も、

古
代
国

家
の

対

応
に

時
代
ご

と

の

変
化
が

見
ら

れ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3）

　
こ

れ

ま

で

の

研
究
で

は
、

あ

る

い

は

神
祗
を

記
紀
神
話
と

の
一

体
性
で

と

ら

え、

「

伝
統
」

と

い

う

継
続

性
を

重

視
す

る

立

場
か

ら

制
度
的
確
立

を

遡
ら

せ

て

考
え

（
4）

た

り、
「

神
祗
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
」

な

ど

と

い

う
語
を

用

い

て

国

家
支
配
に

お

け

る

精

、
「

神
祗
令
」

と
律
・

格
・

式

　
前
稿
で、

律
令
祭
祀、

特
に

そ

の

四

時
祭
（
年
中
行
事
）

的
な

規
定
は

過
去
に

定

例
化
し

た

祭
祀
を

そ
の

ま

ま

明
文
化
し
た

も
の

で

は

な

く、

律
令
国
家
の

神
祗
の

あ

る

べ

き

姿
を

提
示
し

た

極
め

て

理

念
的
な

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

を

論
じ

た
。

こ

れ

を

律
令
制
定

時
の

時
代
状
況
に

当

て

は

め

れ

ば
、

律
令
の

編
者
は、

唐
の

「

祠
令
」

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

整
然
と

し

た

祭
の

体
系
を

参
照
し

て、

そ

れ

に

見
劣
り

し

な
い

日

本
独
自
の

祭
祀
体
系
を

「

神
祗
令
」

で

示
し

た。

そ

れ

は
、

天
武
・

持
統
朝
に

行
な

わ

れ

た

こ

と

の

あ

る

行
事
を

中
心

に

作
ら

れ

た

も

の

で

は

あ
っ

た

が、
『

大

宝
令
』

制
定
以

前
に

全
体
と

し

て

実
践
さ

れ

た
こ

と
は

な

く、

そ

の

実
効
に

は

多
大
な

困
難

が

あ
っ

た

こ

と

に

な

る
。

律

令
祭
祀

の

変
質
と

律
令
外
祭
祀

三

橋

　
正

＊

言

語

文

化
学
科

　
助
教
授

　
日

本
宗
教

史
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明
星
大
学
研
究
紀
要

【

日

本
文
化
学
部
・
言

語
文

化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

　
こ

れ

は、
「

神
祗
令
」

を

施
行
す
る

た

め

に

必

要
な

律
・

格
・

式
を

検
討

し

て

も

明
ら

か

で

あ

る
。

令
は、

行
政
機
構
を

は

じ

め

と

す
る

国
家
の

運
用

を

定
め
る

基
本

法
で、

現

在
の

行
政
法
に

相
当

す

る
。

そ

の

運
用
に

は、

刑
法

に

相
当
す

る

律
が

必

要
で

あ

り、

ま

た

現
実
に

対
応
し

た

修
正

法
・

追

加
法
と

し

て

の

格
を

出
し、

そ

れ

ら
の

施
行
細
則
で

あ
る

式
（

例
）

を

制
定
す
る

こ

と

が

不

可

欠

で

あ
っ

た。

つ

ま

り、

罰
則
規
定
（

律
）

が

あ
っ

て

は

じ

め

て

法
律
（

令）

の

施
行
が

徹
底
さ

れ
、

そ

れ

を

実
践
し

て

い

く

中
で

必

ず
修
正

（

格
）

と

細
か

な

運
用
規
定
（

式
）

が

必

要
と

さ

れ

て

い

く

の

で

あ

る
。

　
現
存
す
る

「

神
祗
令
」

（

全

二

十
条
を

 
〜
 
で

表
わ

す
）

は

養
老
四

年
（

七

二

〇
）

に

制
定
さ

れ

た

『

養
老
令
』

の

も

の

で

あ
る

が
、

大

宝
元

年
（

七

〇
一
）

制
定

の

『

大

宝
令
』

か

ら

ほ

と

ん

ど

変
更
が

な

か
っ

た

と

考
え

ら

れ

て

い

る
。

そ

の

「

神

祗
令
」

で

は、

冒
頭
 
〜
 
（
事
実
上

の

第
一

条）

で

一

年
間
に

神
祗
官
が

ま
つ

る

十
九
（

十
三

種
類
）

の

祭
を

規
定
し、

最
後
に

「

前
件
諸
祭

、

供
レ

神
調
度
及
礼
儀、

斎
日

皆
依
二

別
式
→

共
祈
年
・

月
次
祭
者、

百
官
集
二

神
祗
官→

中
臣
宣…一
祝
詞→

忌

部
班
二

幣
帛
ご

と

あ
る
。

祭
に

必

要

な

道
具
・

儀
式
次
第
・

潔
斎
日

数
に

つ

い

て

は

「

別
式
に

よ

れ
」

と

し

て

い

る

が、

こ

の

「

別
式
」

が

「

神
祗
令
」

制
定
時
に

存
在

し

な

か

っ

た

こ

と

は
、

手
本
と

し

た

「

祠

令
」

に

あ

る

祭
の

種
別
と

潔
斎
期
間
が

「

神
祗
令
」

に

欠
落
し

て

い

る

こ

と

か

ら

も

明
ら

か

で

あ

ろ

う
。

式
と

し

て

は、

平

安
時
代
に

入
っ

て

『

弘
仁
式
』

（

八

二

〇
）

、
『

貞
観
式
』

（

八

七
一
）

、

そ

し

て

両
者

を

統
合
・

発

展
さ

せ

た

『

延
喜
式
』

が

制
定
さ

れ

た
。

こ

の

『

延
喜
式
』

に

お

け

る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6）

規
定
を

も

律
令
祭
祀
制
定
時
の

実
態
解
明

に

遡
及

さ

せ

る

研
究
も

見

ら

れ

る

が
、

そ

の

扱
い

に

は

慎
重

さ

が

求
め

ら

れ

る
。

　
「

神
祗
令
」

 
に

「

凡
一

月

斎
為
二

大

祀→

三

日

斎
為
二

中
祀→

一

日

斎
為
二

小
祀
ご

と

あ

り、

大

祀
・

中
祀
・

小
祀

と

い

う
祭
祀
の

等
級
と

潔
斎
日

数
が

規
定
さ

れ

て

い

る

が
、

ど
の

祭
が

対
応
す
る

か

は

示

さ

れ

て

い

な

い
。

『

延
喜
式
』

（

巻
一
・

四

時
祭

86

上
）

の

冒
頭
に、

　
　
凡
践
祚
大

嘗
祭
為
二

大

祀ハ

祈
年
・

月
次
・

神
嘗
・

賀
茂

等
祭
為
二

中
祀ハ

大

　
　
忌
・

風
神
・

鎮
花
・

三

枝
・

相
嘗
・

鎮
魂
・

鎮
火
・

道

饗
・

園
韓
神
・

松
尾
・

　
　
平
野
・

春
日
・

大

原
野
等
祭
為
二

小
祀→

飄

醂
絲

鯉、

戀
赦
都
鎮
暁
蟄

盈
献

　
　

難

醜
セ

と

あ

る

が
、

賀
茂
祭
・

園
韓
神
祭
・

松
尾
祭
・

平
野
祭
・

春
日

祭
・

大
原
野
祭
と

い

う

平
安
時
代
に

朝
儀
と

さ

れ

た

祭
を

も

含
め

た

規
定
で

あ

る

こ

と

か

ら、
『

弘

仁
式
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
7）

以

降
に

制
定
・

改

変
さ

れ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

ま

た、

後
述
す

る

よ

う
に

「

神
祗

令
」

 
で

践
祚
と

毎
年
の

儀
を

共
に

「

大

嘗
」

と

し

て

い

る

の

に

対

し
、

こ

こ

で

は

「

践
祚
大
嘗
祭
」

と

「

新
嘗
」

と

使
い

分
け

て

い

る

点
も

注
目

す
る

必

要
が

あ

る
。

　
さ

て
、

祭
祀
の

執
行
に

は

潔
斎
が

不
可

欠
と

さ

れ
、

「

神
祗
令
」

 
に、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
宍）

　
　
凡
散
斎
之

内、

諸
司
理
レ

事
如
レ

旧、

不
レ

得
二

弔
レ

喪、

問
レ

病、

食
ワ

完、

亦
不

　
　
レ

判
二

刑
殺ハ

不
レ

決
二

罰
罪
人ハ

不
レ

作
二

音
楽→

不
レ

預
二

穢
悪
之
事→

致
斎、

唯

　
　
為
二

祀
事一

得
レ

行、

自
余
悉
断、

其
致
斎
前
後、

兼
為
二

散
斎ハ

と

規
定
さ

れ

て

い

る。

唐
の

「

祠
令
」

（
『

唐
令
拾
遺
』

「

祠
令
」

三

八
）

に、

　
　
諸
大

祀
、

散
斎
四

目、

致
斎
三

日
、

中
祀、

散
斎
三

日、

致
斎
二

日、

小
祀、

　
　
散
斎
二

日、

致
斎
一

日、

散
斎
之

日、

斎
官
昼

理
レ

事
如
レ

故
、

夜
宿
二

於
家
正

　
　
寝→

惟
不
レ

得
二

弔
レ

喪
問
ワ

疾、

不
レ

判
二

署
刑
殺
文

書
→

不
レ

決
二

罰
罪
人→

不

　
　
レ

作
レ

楽、

不
レ

預
一
穢
悪
之

事→

致
斎、

惟
祀
事
得
レ

行、

其
余
悉

断
非
レ

応、

散

　
　
斎
・

致
斎
者、

惟
清
斎
一

宿
、

於
二

本
司
及
祠

所ハ

と

あ

る

条
文
と

比
較
す
れ

ば

明

ら

か

な

よ

う

に
、

「

神
祗
令
」

は

「

祠

令
」

の

一

条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

8）

を

 
 
の

二

条
に

分
割
し、

か

つ

簡
略
化
し

た
の

で

あ

る
。

散
斎
時
の

禁
忌

事
項
の

一

つ

と

し

て

「

食
宍
（
食
肉
）

」

を

加
え

て

い

る

こ

と

に

日

本
の

独
自
性
が

認

め

ら

れ

る

と

い

う

が、

ご

く
一

部
の

改
変
で

あ

り
、

そ

の
一

事
を

以

て

日

本
に

厳
絡
な

「

斎
」

規
定
が

以
前
か

ら

存
在
し

て

い

た

と

考
え

る

の

は

早
急
に

過
ぎ

る

で

あ

ろ

う
。

N 工工
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ま

た、
「

神
祗
令
」

制
定
当

初
に

「

斎
」

規
定
が

厳
格
に

守
ら

れ

て

た

か

も

疑
わ

し

い
。

「

職
制
律
」

に、

　
　
凡

大
祀
不一一
預
申
ワ

期、

及
不
レ

頒
二

告
所
司一

者
、

笞
五

十、

以
レ

故
廃
レ

事
者、

　
　
徒

一

年
、

嚇
融

蘇
稠

輔
舗
譜
鬆
趣
癌

即
嶽

謹

齶
r｝
輔
州

鑛
雕

蝦
認
レ

蝋
娜

隰

　
　
遡

鞨
額

辷

繕
諌
鑷
蚰

韆
レ

黙

墜
幣
畠
之

属
不
レ

如
レ

法、

杖
六

十、

鱶
淋

　
　
黙
都
事
有

闕
レ

数
者

、

杖
八

十、

驪
ボ
吾
事

全

闕
者

、

杖
一

百、

全

闕、

謂．
一

座、

　
　
中
小

祀
遞

減
二

二

等ハ

樅

灘
勤
殊

鷲、

聾
禦
鹹

藪
囃
竿

蔑
余

条
中

小

祀

准
レ

此
、

　
　
謂、

下
条
大
祀
在二
散
斎ハ

弔レ
喪
問
レ

疾、

盗
律
盗
二

大
祀

神

　
　
御

物一
之
類、

本
条
無
二

中
小

祀
罪
名一
者、

准
レ

此
遞
減、

　
　
凡

大
祀、

在
二

散
斎一
而
弔
レ

喪
問
レ

疾
、

判
二

署

刑
殺
文

書→

及
決
罰、

食
レ

宍
者、

　
　
笞
五

十、

奏
聞
者、

杖
七

十
、

響
糊
劉
淀

独
祁
レ

鰍
一

鞠

灘
簸
審

畢
翫
塒
杖

暑
都

　
　
翹

黯
…

畷
題
事

致
斎

煮

各
加

三
笠

と

あ

り、

祭
の

期
日

を

事
前
に

告
げ
な

か

っ

た

者
や、

散
斎
の

期
間
に

禁
忌
を

犯
し

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
（
9）

た

者
へ

の

罰
則
が

規

定
さ

れ

て

る
。

し

か

し、

こ

れ

も

唐
律
に

基

づ

く

し
、

実
効
を

証
明
す

る

史
料
は

な

い
。

「

斎
」

規
定
に

つ

い

て

は
、

『

類
聚
三

代
格
』

（

巻
一
・

祭

并
幣
事
）

に、

　
　
太

政
官
符

　
　

改
二

仰
斎
日一
事
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
ツ

ト

メ

テ

　
　
右
拠
二

令
条ハ

凡
祭
祀、

所
司
預
申
レ

官
、

々

散
斎
日

平
旦
、

頒…

告
諸
司ハ

其

　
　
散
斎
之
内、

不
レ

得
二

弔
レ

喪、

問
レ

疾、

食
。

宍、

不
レ

判
二

刑
殺→

不
レ

決
二

罰
罪

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　
藤
内
麿

　
　
人
→

不
レ

作二
音
楽ハ

不
レ

預
二

穢
悪
之

事一

今
被
二

右
大

臣
宣一

称、

奉
　
レ

勅、

　
　
散
斎
之
日

頒
二

告
諸
司
ハ

諸
司
未
レ

承
レ

事
之

前
、

或
有
下

犯
二

禁
忌一

之
徒
ひ

宜
下

　
　
改
二

令
条一
散
斎
之
前
一

日

頒
中

告
諸
司
ひ

自
今
以

後
永
為
二

恒
例→

　
　

　

弘
仁
二

年
二

月

六

日

と

あ

り、

こ

の

時
点
で

は

じ

め

て、

散
斎
初
日

の

平

旦

（

寅
刻
11
午
前
四

時
頃
）

に

諸
官
司
へ

祭
が

あ

る

こ

と

を

分
け

告
げ
る

の

で

は、
（

特
に

小

祀
の

よ

う

な

祭
当
日

律
令
祭
祀
の

変
質
と

律

令
外
祭
祀

三

橋

　
正

の
一

日

し
か

斎
の

な

い

場
合
に
）

禁
忌

を

犯

し

て

し

ま
う
可
能
性
が

あ

る

と

指
摘
さ

　
　
〔
10）

れ

て

い

る
。

こ

の

こ

と

は、

弘

仁
年
間
（

八
一

〇

〜
八

二

四
）

ま

で

は

「

斎
」

の

厳

格
な

施
行
が

問
題
に

な

ら

な

か

っ

た

こ

と

を

意
味
す
る

と
考
え

ら

れ

る
。

そ

れ

は

「

神
祗
令
」

 
に

あ

る

「

穢
悪
之
事
」

が

『

弘
仁
式
』

か

ら

具

体
的
に

な

り、
『

貞
観

式
』

へ

と

展
開
す

る

中
で

日

本
独
自
の

「

穢
」

規
定
が

形
成
さ

れ

る
こ

と

と

対
応
し

　
（
11）

て

い

る
。

　
ま

た、
『

類
聚
三

代
格
』

（

巻
一
・

科
祓
事
）

に
、

　
　
太

政
官
符

　
　

定
二

准
レ

犯
科
レ

祓
例一
事

　
　
一
、

大
祓
料
物
廿
八

種
承

前
悪

祓

料
物
准
・

此

重
輸、

右
闕
云 楮ζ盤 苫食

ス

塩 鰒 酒 鍬 木
ユ
　 馬

難
杏霧辮 曙 走

爨餐轡 羅
　 　 へ　
　 　 竿

鬻篶饗 黷
柄

欝
張 葮枚

　
　

　
　

　

今
除二
一
祓→

下
条
亦
同、

　
　

　
　

　
　
タ
　

チ

矢
二

具
訓

衡
郵
継

融
縮
甲

已

上

　

　

　
　

　
　

　
　

及
同
斎
月
内
弔
レ

喪
・

問
レ

病
・

判
ご

署
刑
殺
文
書一
・

決
罰
・

食
レ

宍
・

預
二

穢
悪

之

事一

者、

宜
レ

科
二

大

祓ハ

所
レ

輸
雑
物
具
如
二

前

件→

官
人
有
レ

犯、

兼
解
二

見
任ハ

一
、

上
祓
料
物
廿
六

種

　

（

中
略
）
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明
星

大

学
研
究
紀
要

【

日

本
文

化
学
部
・
言
語
文

化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇
七

年

　
　
　
右
闕
二

怠
新
嘗
祭
・

鎮
魂
祭
・

神
嘗
祭
・

祈
年
祭
・

月
次
祭
・

神
衣
祭
等
事
→

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　

ケ
　

モ

ノ

ヲ

　
　
　
殴
二

伊
勢
大

神
宮
禰
宜
・

内
人ハ

及

穢
二

御
膳
物一

并
新
嘗
等
諸
祭
斎
日、

犯
二

　
　
　
弔
レ

喪
・

問
レ

疾
等
六

色
禁
忌一

者、

宜
レ

科
二

上

祓ハ

輸
物
如
レ

右、

　
　
一
、

中
祓
料
物
廿
二

種、

　
　
　
　
（

中
略
）

　
　
　
右
闕
二

怠
大
忌

祭
・

風

神
祭
・

鎮
花
祭
・

三

枝
祭
・

鎮
火
祭
・

相
嘗
祭
・

道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　

ナ

　

　
　

　

　
　

　

　

タ

キ

　
　
　
饗
祭
・

平
野
祭
・

園

韓
神
・

春
日

等
祭
事ハ

殴
二

物
忌
・

戸
座
・

御
火
炬一

　
　
　
ケ

カ
シ

　
　
　
鼾
二

物
忌
女一
及

触
二

穢
悪
事p
預
二

御
膳
所ハ

并
忌

火

等
祭
斎
日

殴
下

祝
・

禰
宜

　
　
　
及
預
二

祭
事一

神
戸
人
か

犯
二

弔
レ

喪
・

問
レ

疾

等
六

色
禁
忌一

者
、

宜
レ

科
二

中

　
　
　
祓
→

輸
物
如
レ

右、

　
　
一
、

下
祓
料
物
廿
二

種、

　
　
　
　
（

中
略
）

　
　
　
右
闕
二

怠
諸
祭
祀

事
→

及
斎
日

殴
二

祝
・

禰
宜

并
預
レ

祭
神
戸
人の

犯
二

諸
禁

　
　
　
忌一
者、

宜
レ

科
二

下

祓→

輸
物
如
レ

右
、

　
　
　
　
　
神
王
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

キ

　
ッ

ノ

　
　
以

前
被
二

右
大
臣
宣一
称、

承
前
事
有
レ

犯
科
レ

祓
贖
レ

罪、

善
悪
二

祓
重
二

科
」

　
　
人納

条
例
已

繁、

輸
物
亦
多

、

事
傷一一
苛
細→

深
損
二

黎
元
→

仍
今
収
張
立
レ

例

　
　
如
レ

件
、

其
殴
傷
若
重
者、

祓
浄
之

外
依
レ

法
科
レ

罪、

斎
外
闘
打
者
依
レ

律
科
決、

　
　
　
オ

カ

　
　
不
レ

在
二

祓
限
ハ

又

祝
・

禰
宜
等
与
レ

人
闘
打
及

有
他
犯
事一

須
二

科
決一
者、

先

　
　
解
二

其
任一

即
決
罰、

神
戸
百

姓
有
二

犯
失】
者、

行
斎
之
外
決
レ

罪
如
レ

法、

今

　
　
具
二

奏
状一

奏
聞

、

奉

レ

勅、

依
レ

請、

　
　
　
　
延
暦
廿
年
五

月
十
四

日

と

あ

り、

弘
仁
以

前
で

は
、

延

暦
年
間
（

七

八

二

〜
八

〇

六
）

に

大

き

な

法
的
見

直

し

が

あ
っ

た
。

し

か

も、

こ

の

格
で

は

神
衣
祭
を

新
嘗
祭
な

ど

と

同
等
に

位
置
付
け、

「

六

色
禁
忌
」

と
い

う

語
を

用
い

る

な

ど、

後
の

式
と
一

致
し

な

い

点
が

多
く
、

更

に

改
変
さ

れ

た
こ

と

が

わ

か

る
。

つ

ま

り、
「

神
祗
令
」

に

つ

い

て

本
格
的
な

施
行

88

に

裏
付
け

さ

れ

た

式
（

施
行
細
則
）

が

整
備
さ

れ

て

い

っ

た
の

は

平
安
時
代
に

入
っ

て

か

ら

で

あ

り、

『

大
宝

令
』

制
定
当
初
か

ら

の
一

貫
性
が

あ
っ

た

と

は

考
え

難
い

の

で

あ

る。

　
「

斎
」

に

関
す
る

規
定
は、

日

本
的
に

改
編
さ

れ

て

い

る

と

は

い

え

中
国
の

制
度

を

導
入

し

た

も

の

で、

当

初
は

実
効
性
を

伴
わ

な

か
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

律
令
祭

祀
も

同
様
に

時
代
ご

と

の

改
変
が

な

さ

れ

た

で

あ

ろ

う
こ

と

は、

容
易
に

想
像
さ

れ

る
。

そ

れ

は、
『

日

本
三

代
実
録
』

元

慶
八

年
（

八

八

四
）

六

月

の

条
に、

　
　
十
日

、

己

亥、
　

天

皇
御
二

紫
宸
殿
ハ

神
祗
官
大

副
従
五

位
下
大
中
臣
朝
臣
有

　
　
本
昇
殿

、

読
二

奏
御
体
御
卜→

左

大
臣
正

二

位
源
朝
臣
融
行
レ

事、

其
事
具

注
二

　
　
別
式ハ

承

和
以

後、

此
儀
停
絶

、

是
日、

尋
伯
式一

行
レ

之、

と

あ

り、

月
次
祭
に

先
立

っ

て

行
わ

れ

る

御
体
御
ト
と

い

う
亀
ト
神
事
が

承
和
年
間

（

八

三

四

〜
八

四

八
）

以
降
に

中
断
し

て

い

た

よ

う

に、

平

安

時
代
に

入
っ

て

も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12）

『

延
喜
式
』

編
纂
ま

で

に

祭
儀
の

断
絶
と

復
活
が

認

め

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

　
古
代
国
家
は

大

宝
元
年
に

律
令
が

編
纂
さ

れ、

国

家
儀
礼
も

完
整
し

た

と

認

識
さ

　
　
　
（
B）

れ

る

も
の

の
、

『

続
日

本
紀
』

和
銅
四

年
（

七

＝
）

七

月
甲
戌
朔
条
に、

　
　
詔
日、

張一一
設
律
令→

年
月
已

久
矣

、

然
纔
行
二

一

ニ
ハ

不
レ

能
二

悉
行ハ

良
由
下

　
　
諸
司

怠
慢
不
ウ

存
二

恪
勤ハ

遂

使
下

名
宛
二

員
数一

空
廃
中

政
事
b

若
有
二

違
犯一

而

　
　
相
二

隠
考
第一
者、

以
レ

重

罪
之、

無
レ

有
レ

所
レ

原、

と

あ

り、

元
明
天

皇
の

詔

に

「

律
令
が

施
行
さ

れ

て

年
月
が

経
っ

て

も

実
際
に

は

僅

か

に
一

二

し
か

行
な

わ

れ

て

い

な
い

」

と

の

嘆
息
が

示

さ

れ、

施
行
の

徹
底
が

命
じ

ら

れ

て

い

る
。

事
実、

旧

来
か

ら
の

「

跪
伏
の

礼
」

を

廃
止

す
る

制
が

な

か

な

か

徹

　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵐）

底
で

き

な

か

っ

た

よ

う

に、

律
令
制
の

実
現
化
は

難
航
し

て

い

た

の

で

あ

る
。

そ

れ

は

「

神
祗
令
」

の

諸
規
定
も

例
外
で

は

な

か

っ

た

は

ず
で
、

律
令
祭
祀
に

つ

い

て

も

神
祗
官
機
構
の

整
備
と

並

行
し

て
、

実
現

化
に

向
け

た

努
力
が

続
け

ら

れ

た

と

考
え

る

べ

き
で

あ

ろ

う
。
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二
、

奈
良
時
代
に

お

け

る

律
令
祭
祀

の

変
質

　
律
令
制
定
当
初、

奈
良

時
代

に

お

け
る

律
令
祭
祀
の

実
態
を

示
す
史
料
は

非
常
に

限
ら

れ

て

い

る
。

し

か

し、

聖

武
天
皇

に

よ

る

国

分

寺
建
立

や

盧
舎
那

大
仏
建
立

な

ど

の

国
家
仏
教
事
業
が

推
進

さ

れ

る

中
で

、

律
令
祭
祀
が

影
響
を

受
け

な

か
っ

た

と

は

考
え

ら

れ

な
い

。

平
安
時
代
に

格
式
の

編
纂
が

な

さ

れ

る

中
で、

そ

れ

ま

で

に

変

更
さ

れ

て

い

た

諸
点
が、

「

神
祗
令
」

に

ふ

さ

わ

し

く

改
変
さ

れ

た

こ

と

も

想
像
さ

れ

る
。

こ

こ

で

は
、

「

神
祗
令
」

の

規
定
と

実
態
の

隔
離
を

指
摘
す

る

こ

と

で、

奈

良
時
代
に

お

け

る

変
遷
を

見
出
そ

う
と

思
う

。

　
天

皇

の

践
祚
・

即
位
に

関
わ

る

条
文

と

し

て、
「

神
祗
令
」

 
に

「

凡
天
皇
即
位、

惣
祭
二

天

神
地
祗ハ

散
斎
］

月、

致
斎
三

日
、

其
大

幣
者、

三

月
之

内、

令
二

修
理

訖
ご

と

あ

り
、

ま

た

 
に

「

凡

践
祚
之
日、

中
臣
奏
二

天
神
之
寿
詞ハ

忌
部
上
二

神

璽
之

鏡
剣
ご

と

あ

る
。

こ

の

両
条
を

め

ぐ
っ

て

様
々

な

研
究
成

果
が

出
さ

れ、

前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

循
）

者
に

つ

い

て

は

大
嘗
祭
前
の

奉
幣
と

も
一

代
一

度
大

奉
幣
と

も

解
釈
さ

れ
、

後
者
に

つ

い

て

は

践
祚
儀
の

成
立

に

よ
っ

て

中
臣
氏
の

寿
詞
奏
上

と

共

に

即
位
か

ら

大

嘗
祭

辰
日

に

移
さ

れ
、

仁
明
天

皇
の

大

嘗
祭
を

最
後
に

消
失
す

る

と

さ

れ

る
。

ま

た、

平

安
時
代
に

編
纂
さ

れ

た

『

儀
式
』

に

記
さ

れ

た

即
位
儀
礼
と、

律
令
国

家
草
創
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

16）

そ

れ

と

が

大

き

く

異
な

る

こ

と

も

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

る
。

未
だ

に

解
決
を

見

な
い

点
も

多
い

が、

こ

の

よ

う

な

天

皇

の

践
祚
・

即
位
に

関
わ

る

儀
礼
に

つ

い

て

変
更
が

な

さ

れ

る

こ

と

自
体
に、

神
祗
儀
礼
を

施
行
す
る

に

あ

た
っ

て

試
行
錯
誤
が

な

さ

れ

た

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

　
こ

れ

と

対
応
し

て

「

神
祗
令
」

 
に

規
定
さ

れ

た

十
一

月
下

卯
日
の

「

大
嘗
祭
」

の

名
称
変
化
も

見
逃
せ

な
い
。

 
に

も

「

凡
大
嘗
者、

毎
レ

世
冖

年
、

国
司
行
レ

事、

以

外、

毎
レ

年
所
司

行
レ

事、
」

と

あ

る

よ

う
に、
「

神
祗
令
」

で

は
一

代
一

度
の

儀
も

律
令
祭
祀
の

変
質
と

律

令
外
祭
祀

三

橋

　
正

毎
年
の

儀
も

共
に

「

大
嘗
」

と

さ

れ

た
。

と
こ

ろ

が

こ

の

名
称
規

定
は

守
ら

れ

ず、

一

代
一

度
の

「

大

嘗
祭
（

大
嘗
会
）

」

と

毎
年
の

「

新
嘗
祭
（

新
嘗
会
）

」

と

が

区

別

　
　
　
　
　
　
〔
17）

さ

れ

る

よ

う

に

な

る
。

　
一

代
一

度
大
嘗
祭
は

『

延
喜
式
』

（

史
料
前
掲
）

で

唯
一

「

大
祀
」

と

さ

れ

て

い

る

が、
「

斎
」

の

期
間
に

つ

い

て

は

「

神
祗
令
」

の

規
定
以

上

に

拡
大
さ

れ

て

い

た

　
　
　
（
18）

こ

と
が

あ

る。
『

日

本
後
紀
』

大

同
三

年
（

八

〇
八
）

十
月

丁

丑

（

廿
九

日
）

条
に
、

　
　
制、

稽
二

於
前
例ハ

大
嘗
散
斎
三

月

也、

自
今
以
後
以
二

一

月一
為
レ

限、

と

あ

る

よ

う

に、

大

嘗
祭
の

散
斎
は

三

ケ

月

に

拡
大

さ

れ

て

い

た

の

を

「

大
祀
」

の

一

ケ

月

に

訂
正

さ

れ

た

の

で

あ

る
。

大

嘗
祭
が

「

神
祗
令
」

で

散
斎
期
間
を
一

ケ

月

と

規
定
す
る

「

大
祀
」

で

あ
っ

た

の

か
、

「

大
祀
」

以

上

の

も

の

で

あ
っ

た

の

か

に

つ

い

て

は

説
の

分
か

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

が、

い

ず
れ

に

し

て

も

律
令
と

は

別
の

慣

例
に

よ
っ

て

律
令
祭
祀
が

運
営
さ

れ

て

い

た
こ

と

は

否
定

で

き

な

い
。

　
さ

ら

に
、

律
令
祭
祀
の

根
幹
と

さ

れ

る

班

幣
に

つ

い

て

も
、

『

類
聚
三

代
格
』

（

巻

一
・

科
祓
事
）

に、

　
　
太

政
官
符

　
　
　
応
レ

科
レ

上
二

祓
祈
年
・

月

次
・

新
嘗
祭
不
レ

参
五

畿
内
近
江

等
国

諸
社
祝一

事

　
　
右
撰
格
所
起
請
称、

太
政
官
弘
仁
八

年
二

月
六

日

下
二

諸
国一

符
称、

得
二

神
祗

　
　
官
解一

称、

件
等
祭
日

諸
社
祝
部
等

、

理
須
下

未
レ

祭
之

前
会
二

集
官
底ハ

各
請
二

　
　
幣
帛一
依
レ

例
供
祭
ひ

而
比
年
祝
部
等
怠
慢
不
二

会
集ハ

再
三

教
導
習
レ

常
不
レ

慎、

　
　
遂

使
三

幣
帛
一

百

卅
二

曩
収
在一一
官
庫ハ

無
レ

人
二

預
付ハ

謹
案
二

太
政
官
去
宝

亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
中
臣
清
麻
呂

　
　
ア

カ

ン

　
　
六

年
六

月

十
三

日

符一
称、

右
大
臣

宣、

頒
レ

幣
之

日

祝
部
不
レ

参
、

自
今

以
後

　
　
不
レ

得二
更
然ハ

若
不
レ

悛
者
宜
二

早
解
替一

者、

望

請
不
レ

論
二

有
位
無
位一
還
レ

本

　
　
　
　
　
　
　
　

藤
園
人

　
　
永
懲
二

将
来一

者、

右
大
臣
宣、

奉
レ

勅、

奉
詢
之
礼
務
在
二

潔
誠ハ

闕
怠
之
徒
実

　
　
須
二

科
処ハ

宜
下

委
二

曲
所
由一
牒
二

示

要
路
→

覚
二

悟
愚
輩一
勿
占

令
二

違
失ハ

若

猶

　
　
不
レ

慎、

解
却
還
レ

本
者、

今
案
二

格
旨一

依
二

一

度
怠一
永
停
二

其
任→

事
渉
二

苛89
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

目

本
文

化
学
部
・
言
語
文
化

学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇

七

年

　
　
細一
理
乖
二

適
中ハ

伏
望
先
科
二

件
祓一
令
レ

慎
二

将
来ハ

若
不
二

悛
革一
即
従
二

解
却｝

　
　
者、

中
納
言
兼
左

近

衛
大

将
従
三

位
藤
原
朝
臣
基
経
宣

、

奉
　
レ

勅、

依
レ

請、

　
　
　
　
貞
観
十
年
六

月

廿
八

日

と

あ

り、

奈
良
末

、

宝

亀
年
間
（

七

七

〇
〜
七

八

〇
）

に

は

幣
帛
を

取
り

に

来
な

い

祝
部
ら

の

こ

と

が

問
題
と

な

り、

平
安
時
代
に

入
っ

て

か

ら

も

度
々

禁
制
が

出
さ

れ

て

い

る
。

律
令
国
家
に

と
っ

て

「

国
家
之
大
事
」

と

意
識
さ

れ

な

が

ら

も、

班
幣
制

は

実
質
的
機
能
を

失
っ

て

い

っ

た

と

考
え

ざ
る

を

得

な

い
。

班
幣
制
度
は

「

神
祗
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
」

に

よ
っ

て

地

方
支
配
を

完
徹
す

る

も

の

と

も

位
置
付
け

ら

れ

て

い

る

が、

在
地
レ

ベ

ル

で

の

実
態
を

把
握
す

る

こ

と

は

難
し

い
。

そ
の

中
で、

宝
亀
三

年

（

七

七
二
）

に

武
蔵
国
入

間
郡
で

起
こ

っ

た

神
火

事
件
は

大
変
貴
重
な

史
料
を

提
供

　
　
〔
19）

し

て

い

る
。

武
蔵
国

司
が

提
出
し

た

解
に

基
づ

い

て

制
作
さ

れ

た

太
政
官
符
で、

　
　
太

政
官
符
神
祗
官

　
　
　
応
レ

奉
二

幣
帛
神
社一
事

　
　
右、

得
二

武
蔵
国

司
去
年
九
月

廿
五

日

解一
称、

以
二

今
月

十
七

日一
入

間
郡
正

倉

　
　
四

宇
着
火、

所
レ

焼
糒
・

穀
惣
壹
萬
伍
伯
壹
拾

参
斛

、

亦
滅
レ

之
百
姓
十
人

忽

　
　
臥
二

重
病→

頓
死

二

人、

仍
卜
占、

在二
郡
家
西

北

角［
神
口
口
出
雲
伊
波
比
神

　
　
崇
云、

我
常
受
二

給
　
朝
庭
幣
畠→

而
頃
年
之
間
不
レ

給、

因
レ

茲
引
二

率
郡
家
内

　
　
外
所
レ

有
雷
神一
発
二

此
火

災一

者、

仍
勘
二

口
口
外
大

初
位
下
小

長
谷
部
広
麻
呂一

　
　
申
云、

実
常
班
二

奉

　
朝
庭
幣
帛一
神
也、

而

頃
年
之

問
不
レ

為
二

給
下一
者、

仍

　
　
検
二

案
内
→

太

政
官
去
天

平
勝
宝
七

年
十
一

月
二

日

符
称、

武
蔵
国
預
二

幣
帛一

　
　
社
四

処、

多
摩
郡
小
野

社
・

加

美
郡
今
城
青
八

尺

稲
実
社
・

横
見
郡
高
負
比

古

　
　
乃

社
・

入

間
郡
出
雲
伊
波
比
社
者、

官
符
灼
然

、

而
時
々

班
二

奉
幣一
漏
落
者、

　
　〔
大
中
臣
清
麻
呂）

　
　
右
大

臣
宣、

奉
レ

　
勅、

依
レ

例
施
行
者

、

官
宜
二

承

知→

准
レ

　
勅
施
行

、

符
到

　
　
奉
行、

　
　
参

議
正

四

位
下

行

右
大
弁

兼
右
兵

衛
督
越

前
守
藤
原

朝
臣
「

百
川」
　
左

大

史
正

六

位
上

会

賀

朝
臣
「

真
綱」

90

　
　
　
　
　
　
　
　

宝
亀
三

年
十
二

月
十

九
日

と

あ

り、

正

倉
四

宇
が

焼
失
し、

消
火
に

あ

た

っ

た

百

姓
十
人

が

重

病
に

な
り
二

人

が

頓
死

し

た

と

い

う
事
件
に

つ

い

て、

卜
占
の

結
果

、

出
雲
伊
波
比

神
の

崇
で

あ

る

と

さ

れ

た
。

そ

の

理

由
は、

常
に

受
け
て

い

た

「

朝
廷
の

幣
帛
」

を

近

年
受
け

な

く

な

っ

た

か

ら

と

い

う
こ

と

で
、

実
際
に

調

査
し

て

み

る

と、

天

平
勝
宝

七

年
（

七

五

五
）

の

文
書
に

記
載
さ

れ

て

い

な

が

ら

近

年
の

班
幣
か

ら

漏
れ

て

い

た
こ

と

が

判
明

し

た

と
い

う
。

こ

の

よ

う
な

事
件
が

起
こ

っ

た

こ

と

に

よ

り、

神
祗
官
に

班
幣
の

徹

底
が

命
じ

ら

れ

た

と

い

う
こ

と

は、

奈
良
時
代
末、

特
に

仏
教
政
治
に

よ

る

神
祗
行

政
の

弛
緩
が

あ

り、

称
徳
女
帝
の

後
に

即

位
し

た

光
仁
天

皇
の

時
代、

太
政
官
主
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
20）

に

よ

る

神
祗
祭
祀
の

立

て

直
し

が

な

さ

れ

た
こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

　
奈
良
時
代
に

必

ず
し

も

律
令
祭
祀
の

施
行
が

徹
底
し

て

い

な

か
っ

た

と

す

る

な

ら

ば、

祭
そ
の

も

の

の

意
義
の

変
更
・

喪
失
も

当

然
予
想
さ

れ

る
。

天

武
・

持
統
朝
に

重

視
さ

れ

て

い

た

風
神
祭
・

大

忌
祭
が、
『

延
喜
式
』

で

小
祀
と

さ

れ、

平
安
時
代

に

国
司
の

祭
と

認
識
さ

れ

る

の

は、

そ
の

一

例
で

あ

ろ

う。

他
に

も

実
体
不

明
の

律

令
祭
祀
は

多
い

が、

 
季
春
の

鎮
花
祭
や

 
孟

夏
の

三

枝
祭
は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

祭
場

と

さ

れ

る

大
神
神
社
・

三

枝
神
社
の

奉
斎
氏
族
で

あ

る

狹
井
氏
・

大

神
氏
が

律
令
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21）

定

時
に

有
し

て

い

た

地

位
を

失
っ

た

こ

と

で
、

祭
儀
の

必

要
性
も

低
下

し

た

の

で

は

な

い

か

と

考
え

ら

れ

る
。

そ

し

て、

律
令
が

制
定
さ

れ

た

当

時
、

国

家
の

重

職
を

担

う
氏
族
単
位
の

祭
祀

が

中
核
を

占
め

て

い

た

と

す
る

な

ら

ば、

班

幣
も

「

百

官
」

を

対
象
と

し、
「

神
主
」

を

兼
ね

る

氏
長
者
へ

な

さ

れ

て

い

た

可
能
性
が

指
摘
で

き

る
。

そ

し

て
、

時
代
と

共
に

官
人

の

実
態
と
班

幣
対
象
氏
族
が

隔
離
し

、

神
社
を

対
象
に

す

る

形
態
へ

と

変
化
し

た

こ

と

も

十
分
想
像
さ

れ

る
。

宝
亀
年
間
の

太
政
官
主
導
に

よ

る

班
幣
儀
礼
の

見

直
し

は

明
ら

か

に

神
社
を

対
象
と

し

て

い

る

が、

こ

れ

に

も

限

界
が

あ
っ

た
。

　
神
社
の

祭
神
に

対
し

て

は

「

神
階
」

を

授
け

る

こ

と

も

行
な

わ

れ

る
。

神
階
奉
授

N 工工
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に

つ

い

て

は、

班
幣
対
象
と

な

る

官
社
の

序
列
化、

な

い

し

は

そ

の

副
次
的
産
物
と

　
　
　
　
　
　
（
22）

見
な

す
見
解
も

あ

る
。

し

か

し、

奈
良
時
代
に

神
階
は
一

般
化
し

て

お

ら

ず、

神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
23）

霊
験
を

祈
請
す

る

た

め

に

捧
物
に

近
い

感
覚
で

奉
ら

れ

る

も

の

で

あ
っ

た
。

神
階
制

度
の

本
格
的
な
展
開
は

延

暦
年
間
（

七

八

二

〜
八

〇

六
）

以

降
で

あ

る

が、

同
時
代

に

は

名
神
奉
幣
も

盛
ん

に

な

る
。

こ

の

よ

う

な

異
な

る

神
社
制
度
が

混
在
す

る

こ

と

に、

班
幣
制
の

限
界
と、

そ

れ

ま

で

の

神
祗
行
政
の

苦
難
が

察
せ

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

三
、

律
令
外
祭
祀

−

伊
勢
斎
王

と

出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上

1

　
こ

れ

ま

で

の

考
察
に

よ

り、
「

神
祗
令
」

の

祭

祀
や

規

定
は、

奈
良
時
代
に

厳
格

に

実
施
さ

れ

ず
に

変
質
し、

光
仁
・

桓
武
朝
（
宝
亀
・

延
暦
年
間
）

の

見

直
し

を

経

て、

嵯
峨
朝
（

弘
仁

年
間
）

以

降
の

格
式
編
纂
に

よ
っ

て

あ

る

べ

き

姿
に

整
え

ら

れ

た、

と

い

う

歴
史
的
変
遷
が

見

え

て

き

た

と

思

わ

れ

る
。

そ

れ

で

は
、

理

念
通

り

の

律
令
祭
祀
の

執
行
が

で

き

な

か

っ

た

奈
良
時
代
に、

そ

の

精
神
的
欠
如
を

補
う

た

め

の

方
策
は

採
ら

れ

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

。

　
大
宝

律
令
制
定
後、

神
祗
行
政
に

つ

い

て

も

理
念
と

現

実
の

乖
離
を

埋

め

る

べ

く

古
代
国
家
に

よ

る

努
力
が

続
け

ら

れ

た

と

見
る

べ

き

で、

そ

れ

が

「

神
祗
令
」

に

規

定
さ

れ

て

い

な

い

儀
礼
の

成
立
・

展
開
と

な
っ

て

表
わ

れ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

こ

れ

を

奈
良
時
代
に

お

け

る

律
令
外
祭
祀
と

し

て

位
置
付
け
る

こ

と

が

で

き

よ

う。

　
律
令
外
祭
祀
の

第
一

と

し

て
、

伊
勢
神
宮
へ

の

斎
王

発
遣

と

斎
宮
寮
の

整
備
を

挙

げ
る

こ

と

が

で

き

る
。

　
伊
勢
斎
王

は

大
化
以

前
か

ら

あ

り、

特
に

天

武
朝
の

大
来
皇
女

に

重
要
な

意
義
が

　
　
　
（
別）

あ

る

も

の

の
、

持
統
朝
に

発
遣
さ

れ

る

こ

と

は

な

く
、

「

神
祗
令
」

に

も

斎
王

に

つ

い

て

の

規
定
は

な

さ

れ

な

か

っ

た
。

そ

し

て

『

続
日

本
紀
』

に
、

　
文
武
二

年
（
六

九
八）

九
月

律
令
祭
祀
の

変
質
と

律

令
外
祭

祀

三

橋

　
正

　
　〔
十
日
）

　
　
丁

卯、

遣
二

当

耆
皇
女一
侍
二

于

伊
勢
斎
宮
→

　
大
宝
元

年
〔

七

〇
一
）
二

月

　
　〔
十
六
日）

　
　
己

未、

遣
二

泉
内
親
王一

侍
二

於
伊
勢
斎
宮
→

　
塵
雲
三

年

（

七

〇

六
）

閏
正

月

　
　（
廿
八

日）

　
　
癸
酉、

泉
内
親
王

参
二

于
伊
勢
大
神
宮→

　
　
八

月

　
　〔
廿
九
口）

　
　
庚
子、

遣
二

三

品
田

形
内
親
王
→

侍
二

于
伊
勢
大

神
宮→

　
　

十
二

月

　
　（
六

日
）

　
　
丙
子、

遣
二

四

品
多
紀
内
親
王
→

参二
于
伊
勢
大

神
宮ハ

　
養
老
元

年

（

七
一
七）
四

月

　
　〔
六

日
）

　
　
乙

亥
、

遣
二

久
勢
女
王一

侍
二

于
伊

勢
太

神
宮→

従
官
賜
レ

禄
各
有
レ

差、

是
日

発

　
　
入、

百

官
送
至
二

京
城
外一

而
還

、

以
二

従
五

位
下
猪
名
真
人
法

麻
呂
ハ

為
二

斎
宮

　
　
頭ハ

　
同
五

年
（
七
二
一
）

九
月

　
　
（

十一
日）

　
　
乙

卯、

天

皇
御
二

内
安
殿
ハ

遣
レ

使
供
二

幣
帛
於
伊
勢
太
神
宮→

以
二

皇

太
子
女
井

　
　
上

女
王一
為
二

斎
内
親
王
→

　
神
亀
四

年

（

七
二

七
）

九
月

　
　（
三

日
）

　
　
壬

申、

遣
二

井
上

内
親
王
→

侍
二

於
伊
勢
大

神

蜜
焉

、

と

見
ら

れ

る

よ

う

に、

文
武
朝
以

降
に

整
備
さ

れ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
。

文
武
朝
の

律
令
編
纂
期
に

斎
王

発
遣
が

再
興
さ

れ、

律
令
制
施
行
と

期
を

同
じ

く

し

て

天

皇
一

代
ご

と

に

遣
わ

さ

れ

る

も

の

と

の

意
識
が

形
成
さ

れ

た

の

で

あ

れ

ば
、

理

念
と

し
て

の

律
令
祭
祀
と

現
実
と

し

て

の

律
令
外
祭
祀
が

「

神
祗
令
」

制
定
当

初
か

ら

並

立

し

て

い

た

と

い

え

る
。

そ

れ

は、

斎
宮
司

を

寮
に

格
上

げ
す

る

太
政
官
処
分
が

大

宝
元

年
（

七

〇
一
）

八

月

甲
辰

（

四

日
）

に

出
さ

れ、

翌
二

年
正

月

乙

酉

（

十
七

日
）

に

斎
宮
頭
を

任
じ

て

い

る

よ

う
に

、

大
宝
以

降
、

斎
宮
寮
が

整
備
さ

れ

る
こ

と

と

も

対91
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【

日

本

文

化
学
部
・
言
語
文

化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇

七

年

応
す

る
。

斎
宮
寮
は

斎
王

不
在
の

時
は

閉
鎖
さ

れ

て

い

た

と

も

考
え

ら

れ
、

そ

の

設

置
時
期
を

確
定
す
る

の

は

難
し

い

が
、

養
老
二

年
（

七
｝

八
）

八

月
甲
戌

（

十
三

日
）

条
に

「

斎
宮
寮
公

文
、

始
用
レ

印
焉、
」

と

あ

り、
「

始
め

て

印
を

用

い

た
」

と

あ

る

こ

と

は、

こ

の

頃
に

な
っ

て

や
っ

と

「

寮
」

と

し

て

不
動
の

地
位
を

確
立

し
、

さ

ら

に

神
亀
四

年
（

七

二

七
）

八

月
壬

戌

（

廿

三

日
）

条
に

「

補
二

斎
宮
寮
官
人
【

百
廿
一

人

ご

と

あ

る

こ

と

は、

神
亀
年
間
に

人

員
が

整
備
さ

れ
、

官
位
相
当
も

定

　
　
　
　
　
　
　
　
（
25）

め

ら

れ

た

と

見
な

さ

れ

る
。

　
と
こ

ろ

が
、

「

神
祗
令
」

に

は

斎
王
・

斎
宮
寮
の

規
定
は

な

く、

斎
王

が

伊
勢
神

宮
の

ど

の

祭
に

参
加
す
る

の

か

も

不

明

で

あ

る
。

こ

れ

は、
「

神
祗
令
」

の

規
定

と

律
令
国

家
が

実
際
に

行
な
っ

て

い

た

儀
礼
と
の

問
に

差

異
が

あ
っ

た

こ

と

を

意
味
す

る
。

理

念
と

し

て

は

神
祗
官
が

「

常
典
」

に

よ
っ

て

祭
る

こ

と

と

さ

れ

た

神
宮
の

諸

祭
祀
を、

実
際
は

天

武
朝
以

前
か

ら

の

伝
統
を

も

つ

斎
王

の

発
遣
に

よ
っ

て

補
う。

換
言
す

れ

ば
、

神
宮
の

祭
祀
を

請
け

負
う
存
在
と

し

て

斎
王

が

置

か

れ、

そ

れ

を

全

う
す
る

た

め

の

斎
宮
寮
が

整
備
さ

れ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

　
と

こ

ろ

が、
『

延
暦
儀
式

帳
』

や

『

延
喜

式
』

の

記

載
を

見

る

限
り、

斎
王

は

「

三

節
祭
」

と

呼
ば
れ

る

六

月
・

十
二

月

の

月

次
祭
と

九
月
の

神
嘗
祭
に

だ

け

参
加

す

る

の

で

あ

り、

律
令
祭
祀
に

含
ま

れ

る

神
宮
の

祭
す
べ

て

に

で

は

な
い

。

す
な

わ

ち、

神
衣

祭
は

神
祗
官
か

ら

も

斎
王

か

ら

も

遠
く

離
れ

た

と
こ

ろ

で

行
な

わ

れ

て

い

た
こ

と

に

な

り、

平
安
時
代
（

弘

仁
以
降
）

の

式
編
纂
の

過

程
で

は、

そ

の

「

斎
」

規

定
か

ら

も

取
り

除
か

れ

て

し

ま

う
。

　
ま

た、

神
嘗
祭
に

対
し

て

は

五

位
以

上

の

王

と

中
臣
・

忌

部
が
、

祈
年
祭
と

月

次

祭
に

は

祭
主
が

奉
幣
使
と

し

て

発

遣
さ

れ

る

こ

と

に

な

る
。

こ

れ

ら

の

儀
の

成
立

時

期
に

つ

い

て

は

検
討
が

必

要

だ

が
、

伊
勢
神
宮
と

朝
廷

を

結
ぶ

祭
主

の

設
置
は

平
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26）

時
代
に

入
っ

て

か

ら

で

あ

る
。

斎
宮
・

祭
使
・

神
宮
司
・

祭
主

と
い

う

異
な

る

制
度

が

多
重
的
に

混
在
す
る

こ

と

か

ら

も、

い

か

に

朝
廷
に

よ

る

律
令
祭
祀
の

把
握
が

困

92

難
で

あ
っ

た

か

が

窺
え

る
。

　

律
令
祭
祀
の

理

念
と

現
実
の

差
異
と

い

う
点
で

は、

大

祓
に

つ

い

て

も

同
様
の

こ

と

が

言
え

る
。

前
稿
で

「

神
祗
令
」

 
に

あ

る

定
例
大

祓
の

挙
行
が

困
難
で

あ
っ

た

こ

と

を

指
摘
し

た

が
、

そ

れ

は

臨
時
大

祓
に

つ

い

て

も

同
じ

で

あ

る
。

「

神
祗
令
」

 
の

規
定
を

見
て

み

る

と、

臨
時
の

「

諸
国
大
祓
」

を

す
る

際
に

は
、

郡
毎
に

刀
・

皮
・

鍬
・

雑
物

、

戸
毎
に

麻、

そ

し

て

国
造
は

馬
を

祓
物
と

し

て

提
出
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

に

な

る
。

こ

れ

は、

天
武
朝
の

「

大

解
除
」

を

踏
襲
し

て

「

神
祗

令
」

の

条
文

に

入

れ

ら

れ

た

も

の

と

考
え

ら

れ

る

が、

臨
時
大

祓
の

す
べ

て

に

こ

の

規
定
が

適
用

さ

れ

て

い

た

と

は

思

え

な

い
。

そ
れ

は、
『

儀
式
』

『

延
喜
式
』

等
の

記

　
　
　
　
　
（
27）

載
か

ら

も

窺
え

る
。

　
律
令
制
下

に

お

い

て
、

諸
国

の

国

造

を

も

対
象
と

し

た

大
祓
が
一

度
だ

け

認
め

ら

れ

る
。

そ

れ

は、

前
稿
で

も

指
摘
し

た

大

宝
二

年
三

月
己

卯
（

十
二

日
）

の

「

大
幣

を

班
つ

」

前
に

行
な

わ

れ

た

大
祓
で

あ

る
。

そ

の

後、

国

造
の

政
治
的
重

要
性
の

喪

失
と

共
に

臨
時
大
祓
で

の

祓
物
提
出
も

な

く

な
っ

た、

と
い

う

よ

り

律
令
国

家
が

実

際
に

全
国

か

ら

祓
物
を

集
め

る

こ

と

が

不

可

能
に

な

り、

規
定

通
り

の

「

諸
国

大

祓
」

が

行
な

え

な

く

な
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

　
そ

れ

に

代
わ
っ

て

創
出
さ

れ

た

の

が

出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上

で

は

な

い

だ

ろ

う
か
。

出
雲
国

造
神
賀
詞
奏
上

に

つ

い

て

は

よ

り

古
く

か

ら

行
な

わ

れ

て

い

た

と

す
る

見
解

も

従
来
は

存
在
し

た

が、
『

続
日

本
紀
』

霊

亀
二

年
（

七
一

六
）

二

月

の

条
に
、

　
　（
十

日）

　
　
丁

巳、

出
雲
国
々

造
外
正

七

位
上

出
雲
臣

果
安、

斎
竟
奏
二

神
賀
詞→

神
祗
大

　
　
副
中
臣

人
足、

以
二

其
詞一

奏
聞、

是
日
、

百

官
斎
焉

、

自
二

果
安一
至
二

祝
部
二

　
　
百
一

十
余
人、

進
レ

位
賜
レ

禄
各
有
レ

差、

と

あ

る

の

が

初
見
記
事
で
、

こ

の

元
正

朝
の

儀
を

以

て

嚆
矢
と

し
、

『

同
』

神
亀
元

年
（

七
二

四
）

正

月

の

条
に、

　
　〔
廿

七

日）

　
　
戊
子、

出
雲
国
造

外
従
七

位
下

出
雲

臣
広
嶋
奏
二

神
賀
辞ハ
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　〔
廿

八

月）

　
　
己

丑、

広
嶋
及

祝
・

神
部
等

、

授
レ

位
賜
レ

禄
各
有
レ

差
、

と

あ

る

聖

武
天

皇
へ

の

譲
位
（

二

月
甲
午
く

四

日
V
）

直
前
の

儀
で

定
着
し

た

と

い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
28）

う

見
解
が

ほ

ぼ

定
説
と

な
っ

て

い

る
。

し

か

も、

出
雲
国
造
職
の

交
替
は

天

皇
即
位

の

際、

律
令
国

家
に

よ
っ

て

強
制
的
に

断
行
さ

れ

て

お

り、

神
賀
詞
奏
上

も
こ

れ

ま

で

通

説
と

さ

れ

て

き

た

国
造
職
継
承
に

伴
う
新
任
の

儀
礼
で

は

な
い

。

ま

た、

そ

の

成
立

は

大

宝
の

大

祓
の

際、

諸
国
の

国
造
の

中
央
召
集
に

貢
献
し

た

忌

部
宿
禰
子
首

の

出
雲
守
就
任
に

よ

っ

て

で

あ

る
。

そ

れ

が、

新
た

に

即
位
し

た

天

皇
の

統
治
の

安

定
を

祈
る

儀
式

、

あ

る

い

は

即
位
儀
礼
の
一

環
で

あ
っ

た

か

ど

う
か

は

検
討
の

余
地

が

あ

る

が、

神
賀
詞
奏
上

が

諸
国
国

造
の

中
央
（

天

皇
）

に

対
す
る

忠
誠
の

証
を

出

雲
国
造
一

身
に

荷
わ

せ

た

儀
で

あ
っ

た

こ

と

は

認

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う
。

　
そ

う
す

る

と
、

国
造
に

対
す

る

神
祗
的
服
属
儀
礼
の

点

で

も

「

神
祗
令
」

の

規
定

通
り

に

運
営
で

き

ず、

実
際
に

は

出
雲
国
一

国
に

請
け

負
わ

せ、

し

か

も
一

代
ご

と

の

天

皇
に

関
わ

る

象
徴
的
な

儀
礼
に

妥
協
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た、

そ

の

よ

う

な
律
令
国

家
の

姿
が

浮
か

び

上

が

っ

て

く

る
。

　
伊
勢
斎
王

発
遣
と

出
雲
国

造
神
賀
詞
奏
上
の

間
に

は
、

天
皇
ご

と
に

交
替
さ

せ

ら

れ
、

長
期
間

に

渡
る

事
前
の

「

斎
（

潔
斎）
」

が

必

要
と

さ

れ

る

な

ど、

多
く

の

類

似
点
が

あ

る
。

ま

た、

こ

れ

ら

が

定
着
す

る

時
期
に

は、

律
令
で

は

不

明
確
で

あ
っ

た

践
祚
大
嘗
祭
と

毎
年
の

新
嘗
祭
と
の

相
違
も

は
っ

き

り

し

て

く

る

よ

う

に、

天

皇

の

即
位
に

伴
う
儀
礼
の

意
味
が

極
度
に

重
視
さ

れ

て

い

た

と

言

え

る
。

唐
の

「

祠

令
」

に

倣
っ

て

年
中
恒
例
の

祭
を

並
べ

る

形
で

示

さ

れ

た

も

の

が

「

神
祗
令
」

の

祭

祀
体
系
で

あ
っ

た

と

す

る

と
、

そ

れ

が

現
実
化
さ

れ

る

に

は
、

か

な
り

の

紆
余
曲
折

が

あ
っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る
。

そ

の

過

程
で

神
宮
祭
祀
の

請
け

負
い

と

し

て

の

伊
勢

斎
王

と、

全

国
の

国
造
の

服
属
儀
礼
で

あ

る

大
祓
の

請
け

負
い

と

し
て

の

出
雲
国

造

神
賀
詞
奏
上

と

が、

両

者
共
に

天
皇
と

深
く

関
わ

る

儀
礼
と

し

て

編
成
さ

れ

た

こ

と

に、

律
令
国
家
の

真
の

姿
を

見

る

こ

と

が

で

き

る
。

律
令
祭
祀
の

変

質
と

律

令
外
祭
祀

三

橋

　
正

お
わ

り

に

　
本
稿
で

は、
『

大

宝
令
』

で

規
定
さ

れ

た

と

考
え

ら

れ

る

「

神
祗
令
」

の

規

定
に

つ

い

て、

律
・

格
・

式
と

の

比

較
か

ら、

そ

の

本
格
的
な

実
施
と

法
整
備
が

平
安
時

代
な

さ

れ

た

こ

と

を

明
ら
か

に

し
、

そ

こ

で

再
整
備
さ

れ

た

規
定
を

制
定
当

初
に

遡

及

し

て

考
察
し

て

は

な

ら

な
い

こ

と

を

指
摘
し

た
。

そ

し

て、

天

皇
親
祭
儀
礼
と

し

て

の

大
嘗
祭
や

「

神
祗
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
」

の

象
徴
と

さ

れ

る

班
幣
儀
礼
に

つ

い

て

も
、

「

神
祗
令
」

的
な
理

念
と

現

実
に

は

か

な

り

の

差
異
が

あ
っ

た

こ

と

を

論
じ、

そ

の

精
神
的
欠
如
を

補
う
意
味
で

伊
勢
斎
王

の

発
遣
や

出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上

と

い

う

律

令
外
祭
祀
が

行
な

わ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た
こ

と

を

論
じ

た
。

断
片
的
な

史
料
し

か

な

い

た

め、

想
像
を

重

ね

る

部
分
が

多
く、

更
な

る

検
証
を

加
え

る

必

要
が

あ

る

が
、

律
令
祭
祀
と

律
令
外
祭
祀
と
い

う

概
念
を

用
い

る

こ

と

で、

古
代
国
家
に

よ

る

神
祗

の

実
態
に

つ

い

て

解
明
す
る

糸
口

を

提
示

で

き

た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か
。

　
律
令
祭
祀

の

理

念
と

し

て

最
も

重
視
さ

れ

た

の

が

「

班
幣
」

で

あ
っ

た

と

す
る

と、

実
態
に

最
も

適
応
す
る

律
令
外
祭
祀
と

し

て

定
着
し

た
の

が
、

天

皇
が

仏
を

拝
む

よ

う

に

神
を

拝
む

「

奉
幣
」

で

あ
っ

た
。

平

安
時
代
に

再
構
成
さ

れ

る

律
令
祭
祀
は、

理

念
と

し
て

「

班
幣
」

を

重
視
し

な

が

ら

も、

実
質
的
に

は

「

奉
幣
」

儀
礼
を

中
核

に

据
え

る

こ

と
に

な

る
。

こ

の

変
化
か

ら

は、
「

神
祗
令
」

制
定
時
の

記
紀
神
話
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29）

基
づ

く

天
皇
観
・

神
観
念
が

大
き

く

変
質
し

て

い

く

こ

と

も

読
み

取
れ

る

で

あ

ろ

う
。

そ

し
て、

こ

の

よ

う
な

異
な
る

時
代
に

成
立

し

た

異
な
る

観
念
に

基
づ

く

儀
礼
が

混

在
す
る

と
い

う
多
重

性
こ

そ

が
、

神
道
を

解
明
す

る

鍵
で

あ

る

と

思
わ

れ

る
。

こ

れ

ら

の

点
に

つ

い

て

は、

仏
教
と

の

関
連
を

老
慮
し

な

が

ら、

稿
を

改
め

て

論
じ

る

こ

と

に

し

た
い

。
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文

化

学
部
・
言
語
文
化

学
科】

第
十
五

号

　
二

〇
〇

七

年

註
（

1）
　
拙
稿

コ

律

令
国

家
の

祭
祀
1
そ

の

理
想
と

現
実
ー

」

（
明

星

大
学
日

本
文
化
学

部
編
『

理

想
と

現

　
　
実
』

〈

明
星
大

学
日

本
文

化
学
部
共
同

研

究

論
集
第
九
輯、
二

〇
〇

六

年
V

所
収）。

以
下、

本

稿
で

　
　
は

「

前
稿
」

と

す
る。

（

2）
　
拙
稿
「

古
代

に

お

け
る

伊
勢
神
宮
と

天

皇
」

（

『

明
星

大
学
研
究
紀
要

−
日

本
文
化
学
部
−
言

語
文

　
　
化
学
科
』

　一
四、
二

〇
〇

六

年）。

（

3）
　

最
近
の

研

究
で

は、

水
林
彪
『

記

紀
神
話．
と

王

権
の

祭
り

』

〔
岩
波

書
店、
　一
九
九
一
年）

な

ど

　
　
が

あ
る。

（

4）
　
近
世
の

国

学

者
以

来
の

神
道
研
究
の

立

場
と
い

え

る。

律

令
祭
祀

に

関
す
る

論
考
は

多
い

が、

研

　
　
究
史
の

整
理

は

別
考
を

俟
つ。

（

5）
　

主
に

戦
後
の

歴

史
学
会

が

神
祗
を

論
ず
る

際
の

塞

本
的
な
立

場
と
い

え

る。

ま
た、

律
令
祭
祀
以

　
　
外
に

在
地

祭
祀

を

想

定
し

て

神
祗
イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

に

よ

る

支
配
が

論
じ

ら

れ、

近
年
の

研
究
で

も、

　
　
中
村
英
重

『

古
代

祭
祀
論
』

（
吉
川
弘
文
館、
一
九

九

九
年）、

佐
々

閏

悠

「

律
令
国
家
の

地
方
祭

祀

　
　
構
造
」

（
『

日

本
史

研
究』
五
一
六、
二

〇

〇
五

年）
な

ど
が

あ
る

が、

小

倉
慈
司
「

古
代
在
地

祭

祀

　
　
の

再
検
討
」

（
『

ヒ

ス

ト

リ

ア
』

一
四

四、
　一
九

九
四

年）
で

指
摘
さ

れ

て
い

る

よ

う
に、

社
首
の

持

　
　．
つ

宗
教
的
機
能
を

階
級
支

配
に

直
結
さ

せ

て

捉
え

る

こ

と

は
で

き

な
い

と

思

わ

れ

る。

（
6）
　

近
年
の

研
究
で

は、

西

宮
秀

紀
「

神

祗
祭

祀
」

〔
『

列

島
の

古

代
史

ひ

と
・
も

の
・
こ

と
』

7

　
　
「

信
仰
と
世
界

観
」

〈

岩
波
書
店、
二

〇
〇

六

年
〉

所

収
）

な
ど。

（

7）
　
佐
藤
眞
人

］
平
安
時
代
宮
廷
の

神
仏
隔

離
L

（

二

十
二

社
研
究
会
偏

『

平
安
時
代
の

神

社
と

祭

祀
』

　
　
〈

国
書
刊
行
会、
一
九
八

六

年〉

所
収）、

高

森
明
勅
「

延
喜
四

時
祭
式
大

中
小

祀
条
の

成
立
」

（
『

神

　
　
道
宗
教
』

＝
二

二、
　一
九

八

八

年）

な

ど
。

（

・）

仁

苗
陞
『

唐
令

逡
』

・

祠

翕
八

懐
相

橘
・

・

は、
・

の

覆
の

委
三
七

三
九
・

　
　
四

〇
・

四
一
）

と

し

て、

　
　
　
　

大
祀、

斎
官

皆
散
斎
之

日、

平
明
集
二

尚

書
省一
受
二

誓
誠ハ

其
致
斎
日、

三

公
於
二

都
省一
安
置、

　
　
　
　

所
司
鋪
設、

其

余
官、

皇

城
内
有
二

本
司一
者、

致
斎
於
二

本
司一

無一．
本
司皿
者
於
二

太
常
郊
社
太

　
　
　
　

廟
斎
坊一
安
置、

皆
日

出
前
到二
斎
所→

至
＝

祀
前
一

旦

各

従一．
斎
所→

昼

漏
上
水
三

刻、

向
二

　
　
　
　

祀
所ハ

仍
令
三

平
明

清二
所
レ

行
之
路一

道
次
不レ
得
レ

見一一
諸
凶
穢
衰→

過

訖
任
行、

共
哭
涙
之
声、

　
　
　
　

聞
二

於
祭
所一
者、

権
断
訖
事、

　
　
　
　

諸
散
斎

有二
大

功
以

上
喪ハ

致
斎

有
二

周

以
上

喪一

並

聴
レ

赴、

即
居

綛
麻
以

上

喪
者、

不
レ

得

　
　
　
　
レ

預一．
宗
廟
之

祭→

其
在二
斎
坊一
病
者
聴
レ

還、

若

死一一
於
斎
所ハ

同

房
不レ
得二
行
事→

　
　
　
　

諸
祭
祀、
二

十
日

以

前、

所
司
預
申一一
祠

部ハ

祠

部
頒
二

告
諸
司→

　
　
　
　

諸
饌
供二
備
祭ハ

祀
前
一
日、

諸
司

官
典
送
二

斎
所ハ．
行
事
之

官
並

監
検

対
受、

省一一
其

美
悪
之

　
　
　
　

義→

94

　
　

な
ど
が

復
元

さ

れ

て

い

る。

（
9）
　
神

祗
官
の

職
掌
に

つ

い

て

は、
『
職
員
令
』

第
二

に、

　
　

　
　
神
祗
官

　
　

　
　
伯
一
人、
掌．
神
祗
祭

祀、
祝
部・
神
戸

名
簿、
大

嘗、
鎮
魂、
御
巫、
卜
兆、
惣
二

判
官

事→
余
長

官
判

　
　

　
　レ
事
准
レ

此、
大

副
【
人、

掌
同レ
伯、
余
次
官
不レ
注二
職

掌一
者、
掌
同
二

長
官ハ
少

副一
人、
掌

同一一
大

　
　

　
　

型

大
祐
一
人、
掌、
糺二
判
官

内→
審一
署
文

塞
勾一
稽
失ハ
知二
宿

直→
余
判

官
准レ
此、

少
祐
一
人、

　
　

　
　
掌
同一一
大

祐→
大

史
一
人、
掌、
受『
事
上

抄、
勘二
署
文
案ハ
検二
出
稽
失ハ
読一
中
公

文晒
余

主

典

准レ
此、

　
　

　
　
少
史
一
人、

掌
同一一
大
史ハ

神
部
卅
人、

ト
部
廿
人、

使
部
卅
人、

直
丁
二

人、

　
　

と
あ

る。

（
10）
　
『

日

本
後

紀
』

弘
仁
二

年
（
八

＝
）

二

月
辛
未
（
六

日）

条

も

同
じ。

（
11）
　
拙

稿
コ『
延

喜
式
』

穢
規
定
と

穢
意

識
L

（

『

延
喜
式
研
究
』

二、
　一
九
八

九
年
）、

拙
稿
「
弘
仁
・

　
　

貞
観
式
逸
文

に

つ

い

て

…
『

延
喜
式』

穢
規
定

成
立

考
l

」

〔
『

國

書
逸
文

研
究
』

二

二、
一
九

八

九

　
　

年）、

拙
稿

「
神
道
と

穢
」

（
礼
典

研
究

会
編

『

神
葬
祭
総

合
大
事

典
』

〈

雄
山

閣
出
版、
二

〇

〇
〇

　
　

年
〉

所
収
）

な

ど

参
照。

（

12
）

　
御

体
御

ト
の

儀
に

つ

い

て

は、

井
上

亘

「

御

体
御
卜

考

−
古

代
旧

本
の

亀
ト

ー
」

（
武

光
誠

編

　
　
『

古
代
日

本
の

政
治
と

宗
教
』

A

同

成
社、
二

〇

〇

五

年
V

所
収）

な

ど

参
照。

（

13
）

　
『

続
日

本
紀
』

大
宝

元
年
（
七

〇
一
）

正

月

の

条
に、

　
　

　
　
乙

亥
朔、

天
皇

御
二

大
極
殿一
受レ
朝、

其
儀
於
二

正

門一
樹二
烏

形
幢→

左

日

像
・
青
龍
・
朱
雀
幡、

　
　

　
　
右
月

像
・
玄
武
・
白
虎
幡、

蕃

夷
使
者
陳二
列
左

右ハ

文
物
之

儀、

於
レ

是
備
矣、

　
　

と
あ

り、
三

月

甲
午
（
廿
一
日）

条
に

「

対
馬
嶋

貢レ
金、

建
レ

元
為
二

大

宝

元

年ハ

始

依二
新

令ハ

　
　

改
二

制
官
名
位

号
ご

と

あ
る。

（

14
）

　
『

続
日

本
紀
』

慶

雲一
兀

年
（
七
〇

四）
二

月

辛
亥
（
廿
五

日
）

条
に

「

始

停
二

百
官
跪

伏
之

礼
ご

　
　
と

あ
り

な

が

ら、
『

同
』

同
四

年
十
二

月

辛
卯
（
廿

七

日）

条
に、

　
　

　
　
詔
日、

凡

為
レ

政
之

道、

以
レ

礼
為
レ

先、

無
レ

礼
言
乱、

言

乱
失
レ

旨、

往
年
有レ
詔、

停一
跪

伏

　
　

　
　
之
礼一

今
聞、

内

外

庁

前、

皆
不一一
厳
粛→

進

退

無
レ

礼、

陳

荅
失
レ

度、

斯
則

所

在
官

司
不

　
　

　
　
レ

恪二
其
次→
自
忘二
礼
節一
之
所
致
也、

宜下
自
後
厳
加
二

糺
弾一
革二
其

弊
俗ハ

使
う

靡
二

淳
風ハ

　
　
と

い

う
元
明

天

皇
の

詔

が

出
さ

れ

て

い

る
。

（

15
）

井
後
政
晏

コ

代
一
度
大
奉
幣
使
の

研

究
」

（
皇

學
館
大
学
神
道

研
究
序

編
『

続
大
嘗
祭
の

研

究』

　
　
〈

皇
學
館
大

学
出
版

部、
一
九
八

九
年〉

所

収
） 、

岡

田

荘
司

『

平
安
時
代

の

国
家
と

祭
祀
』

（
続
群

　
　

書
類

従
完

成
会、
一
九

九

四

年
）

第
二

編
第
二

章
「
即
位
奉

幣
と

大
神
宝

使
」

（

初
出
は
一
九
九
〇

　
　

年）
な

ど。

（
16
）

　
井
上

光

貞
『

日

本

古

代
の

王

権
と

祭

祀
』

（
東
京

大

学
出

版、
一
九
八

四

年）

第
一
編
第
二

章

　
　
「

即
位
儀
と

そ

の

成
立
」 、

榎
村

寛
之
『

律
令
天

皇
制
祭
祀

の

研
究
』

（
塙
害
房、
一
九

九

六

年
）

第
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　一
章
第
一
節
「

律
令

国
家
の

王

位
継
承
儀
礼
に

つ

い

て」
（

初
出
は
一
九
九
〇

年）、

加
茂
正

典
『

日

　
　

本
古

代
即

位

儀
礼

史
の

研
究
』

（
思

文

閣、
｝
九

九
九

年）、

溝
口

睦

子

「

神

祗

令
と

即

位

儀
礼
」

　

　
〔

黛
弘
道

編
『

古

代
王

権
と
祭
儀
』

〈

吉
川
弘

文

館、
一
九

九
〇
年
〉

所

収）、

高
森

明
勅
「

中
臣
氏

　

　
の

天

神
之
寿
詞
奏
上
と

忌

部
氏
の

神
璽
之
鏡
剣
奉
上

に

つ

い

て

ー
そ
の

変
遷
を

め

ぐ
っ

て

I
」

（
『

神

　
　

道

学
』

一
四

二、
一
九
八

九
年）

な

ど
。

「
神
璽
之
鏡

剣
」

を

二

種
の

神
器
と

す
る

か

三

種

の

神
器

　

　
と

す
る

か

に

つ

い

て

も、

史
料
に

よ
っ

て

異
な
る

見
解
が

示
さ

れ

て

い

る
。

（
17
）

　
田

中
卓
『

律
令

制
の

諸
問
題
』

（

『

田

中
卓
著
作

集
』

6、

国
書
刊
行
会、
一
九

八

六

年）

九
「

奈

　
　

良

時

代
以

前
に

お

け

る

“
新

嘗”
と

“
大

嘗
”

に

つ

い

て
」

（
初

出
は
一
九
七

七

年
） 、

黒
崎

輝
人

　
　「
大

嘗
祭
」

（

岩

波
講
座

『

東
洋
思
想
』

15
「

目

本
思

想
」

〈

岩
波

書
店、
　一
九

八

九

年
〉

所
収）

を

　

　
は

じ

め、
大

嘗
祭
・
新
嘗
祭
に

関
す
る

研
究
は

多
い

が、

加

茂
正

典
前
掲
書

第一
篇
第
一
章
「

近
年

　

　
の

目

本

古
代

即
位
儀
例

研
究
の

動
向
と

課
題
」

第
五

篇
第
二

章
「，
大

嘗
祭
・
新
嘗

祭
関
係
文

献
目

　
　

録
」

な

ど
に

整
理

さ

れ

て

い

る。

（
18
）

　
大

宝

元
年
三

月

己

卯
（

十
二

日）
に

行
な

わ

れ

た

「
惣

頒
幣
」

に

つ

い

て

も、

天

皇
の

斎
戒
（
も

　

　
の

い

み〉
は
一
日

で

あ
っ
た

と

も

解
釈
で

き

る
。

な

お、

大

嘗
祭
と

大
祀
の

関
連
に

つ

い

て

は、

高

　
　

森
明
勅
「

再
び

大

祀
と

大

嘗

祭
に

つ

い

て

1
田

中

卓
博
士
・
川
北
靖
之
氏
の

御
批
判
を

拝
し

て

l
」

　

　（
『

國
學
院
雑
誌
』

九
一
−

七、
一
九
九
〇
年）

な

ど

が

あ

る。

（
19）
　
田

中

卓
『

古

典

籍
と

史
料
』

（
『

田

中
卓

著
作

集
』

10、

国

書
刊

行
会、
一
九
九
三

年）
二

十
五

　
　「
新
史
料
『

延

暦
八

年、

勅
旨
所
牒
』

と

『

宝

亀
三

年
太
政
官

符
』

」

〔
初
出
は
一
九
五

七

年）

な

ど

　
　

参
照。

な
お、
こ

の

官
符
に

「

常
班
二

奉
朝
廷
幣

帛一
神」

と
あ
る

こ

と
に
つ

い

て、

臨
時
奉
幣
と

　

　
す
る

見
解
（
小
倉
慈
司

「

八
・
九
世
紀
に

お

け

る

地
方

神
社
行
政
の

展
開」
（
『

史
学
雑
誌
』

一
〇
三

　
　

−
三、
一
九
九

四

年）

な

ど）
も

あ

る

が、

川
原
秀
夫

コ

国
史
と

神
社
行
政
L

（
林
陸
朗
・
鈴
木
靖

　

　
民

編
『

日

本
古

代
の

国

家
と
祭
儀』
〈

雄
山
閣
出

版、
一
九
九
六

年〉

所

収
）

で

指
摘
さ

れ

て

い

る

　

　
よ

う
に、

祈
年
祭
・
月

次
祭
な

ど

の

班
幣
と

見
な

す
べ

き

で

あ
る．

（
20）

『

続
目

本

紀
』

宝

亀
元

年
二

月

丙
辰
（
廿

三

日
）

・
同
三

年
四

月
己

卯
（
廿

九
日
）

・
八

月
甲

寅

　

　
（

六

日〉
・
同
十
一
年
二

月

丙

申
朔
条
な
ど

宝
亀
年

間
に

祟
の

記
事
が

増
え
て
い

る

こ

と

は、

同
時
代

　

　
の

神
祗
行
政
と

相
関

す
る

で

あ

ろ

う。

大
江

篤
「

『

祟』

現
象
と
神
祗
官
の

亀

卜
」

（
続
日

本
紀
研
究

　
　

会
編
『

続
日

本
紀
の

時
代
』

〈

塙
書
房、
一
九
九
四

年
V

所
収）

参
照。

（
21）
　
『

続
日

本
紀
』

文

武
四

年
（

七

〇
〇）

六

月

甲

午
〔
十

七

日）

条
に、
「

勅
（

中
略
）

狹
井
宿
禰
尺

　
　

麻
呂、
（

中
略）

等、

撰
二

定

律
令→

賜
レ

禄
各
有
レ

差、
」
と

あ
り、
『

同
』

慶

雲
三

年
（

七
〇
六）
二

　

　
月

庚
辰
（
六

日）

条
に

「

左

京
大
夫
従
四

位
上
大

神
朝

臣
高
市
麻
呂
卒、

以二
壬

申
年
功一

詔
贈
二

従

　

　
三

位→

大
花
上

利
金
之

子
也、
」

と

あ
る。

熊
谷

保
孝
『
律
令
国
家
と

神
祗
』

（

第一
書
房、
一
九
八

　

　
二

年）

総
論
編
第
三

章
「

奈
良
時
代
前
期
の

神

祗
」

な

ど

参
照。

（
22）
　
三

宅
和

朗
『
古

代
国

家
の

神
祗
と

祭
祀
』

（
吉
川

弘
文

館、
一
九
九
五

年）
H
二

「

古
代

祝
詞
の

律

令
祭

祀
の

変
質
と

律
令
外

祭
祀

三

橋
　
正

　
　

変
質
と

そ

の

史
的
背

景
L

（
初

出
は
一
九

八

六

年）、

巳

波
利

江
子

「

八
・
九

世

紀
の

神
社

行
政」

　

　
（

『

寧
楽
史
苑
』

三

〇、
　一
九
八
一
年）

な

ど
。

（

23）

林
陸

朗
「

官

社
制
度
と

神
階
」

（
『

國
學
院
雑

誌
』

五

四

−
二、
一
九
五

三

年）、

小
林

宣
彦
「

神

　
　

階
奉
授
に

関

す
る
一
考
察

−
奈
良

時
代
を

中
心

に

し

て

ー
」

（
岡

田

荘
司

編
『

古
代
諸
国
神

社
神
階

　
　

制
の

研
究
』

〈
岩
田

書
院、

二

〇
〇
二

年
〉

所

収
）

な

ど。

（
24）
　
『

日

本
書
紀
』

に、

　

　
　
天
武
二

年

（

六

七
三）
四

月

　

　
　

（
十
四

日）

　

　
　

己
巳、

欲
レ

遣二
侍
大

来
皇
女
于
天

照
太

神
宮→

而
令
レ

居
二

泊
瀬
斎
宮一

是

先
潔
レ

身、

稍
近
レ

神

　

　
　

之
所
也、

　

　
　
同
三

年
十
月

　

　
　

（
九

日）

　

　
　

乙

酉、

大
来
皇
女
自
二

泊
瀬
斎
宮一
向
二

伊
勢
神
宮（

　

　

朱
鳥
元
年
（
六

八

六）
四

月

　

　
　

（
廿
七
日）

　

　
　

丙
申、

遣
二

多

紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川

夫
人

於
伊
勢
神
宮→

　

　
と

あ

る。

朱
鳥
元
年
の

発

遣
は

天
武
天

皇
の

病
気
平

癒
を

願
う
臨
時
の

も

の

で

あ
っ
た

と

考
え

ら

れ

　

　
る。

斎
王

に

つ

い

て

の

研
究
は

多
い

が、

榎

村
寛
之
前

掲
註
（
16
）

書
第
二

章
「

斎
王

制
度
の

研

　
　

究
」

な
ど

参
照

。

（
25）
　
『

令
集
解
』

『

類
聚
三

代

格
』

も
参

照。
ま

た

『

扶
桑

略
記
』

神

亀
四

年
七

月
廿
一
日

条
に

「

置二

　
　

斎
宮
寮
ご

と

あ

る。

（
26）
　

藤
森
馨
「

神
宮
祭
主
成

立

再
考
」

（
武
光
誠

『

古

代
日

本
の

政
治
と
宗

教』
〈
同
成
社、

二

〇
〇
五

　
　

年
〉

所
収）

な

ど

参
照。

（
27）
　
拙
稿
「

大
祓

の

成
立

と

展
開
」

（
『

神
道

古
典

研
究
』

一
二、
一
九
九
〇

年）、

拙

稿
「
ハ
ラ

エ

の

　
　

儀
礼
−
大

祓
と

王

権
ー」
（
岩
波
講
座
『

天
皇
と

王

権
を

考
え

る
』

5
「

王

権

と

儀
礼
」

〈

岩
波
書
店、

　

　
二

〇
〇
二

年〉

所
収）

な

ど

参
照。

（

28）
　

大
浦
元

彦

「

「

出
雲

国
造

神
賀

詞
」

奏
上

儀

礼
の

成
立」
『

史
苑
』

四

九

−
二、
　一
九

八

六

年
） 、

　
　

武
光
誠
『

律

令
太
政
官

政
の

研

究
』

（

吉
川
弘

文

館、
一
九
九

九
年）

第
一
章
「

神
祗
官
と

太
政

官

　

　
と

の

関
係
」

　一
「

「

出
雲

国
造
神
賀
詞
」

奏
上

儀
礼
の

発
展
L 、

瀧
音
能
之
『
古

代
出
雲
の

社
会
と

交

　
　

流
』

（

お

う
ふ

う、
二

〇
〇

六

年）
丑

第
四

章
「

出

雲
国
造
神

賀
詞
奏
上

の

起
源
と

そ

の

背
景
」

な

　

　
ど

参
照。

（
29）
　

拙
稿
「

班
幣
か

ら

奉
幣
へ

ー
祭
祀
形
態
の

変
化
に

み

る

天
皇
観
の

変

化
に

つ

い

て

I
」

（
『

宗
教
研

　
　

究
』

二

七
一
号、
　一
九

八

七

年）
に

お

い

て、

八

世

紀
に

成
立

し

た

神

祗
令

に

規
定
さ

れ

た

祭
の

形

　
　

態
が

班
幣
（
諸
社
に

幣

帛
を

神
祗
官
か

ら

班
つ）

中

心

で

あ
る

の

に

対
し、

九

世
紀
の

「

走
幣
」

と

　

　
い

う
形
態
を

経
て、

十

世
紀
以
降
成
立

す

る

祭
の

中

心

は

奉
幣
（
幣
帛
を

天

皇

か

ら
奉
る）

形
態
を

　

　
と

る

よ

う
に

な

り、
こ

の

間
に

天
皇
観
の

変

化
が

あ
っ

た

こ

と

を

指
摘
し

た。
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